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平成二年法律第七十一号 

○生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（生涯学習振興法） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況に

かんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他

の必要な事項を定め、及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進す

るための措置について定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の

措置を講ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学

習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。 

 

（施策における配慮等） 

第二条 国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施す

るに当たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに、職業能

力の開発及び向上、社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まっ

て、効果的にこれを行うよう努めるものとする。 

 

（生涯学習の振興に資するための都道府県の事業） 

第三条 都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね次の各号に掲げ

る事業について、これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつ

つ、これらを一体的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。 

一 学校教育及び社会教育に係る学習（体育に係るものを含む。以下この項において「学

習」という。）並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理し、及び提供するこ

と。 

二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、調査研究を行うこと。 

三 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。 

四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。 

五 地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し、これらの機

関及び団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに助言その他の援助を行うこ

と。 
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六 前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会

の提供に関し必要な事業を行うこと。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社会教育関係団体

その他の地域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものと

する。 

 

（都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準） 

第四条 文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育委員会が行う前条

第一項に規定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。 

２ 文部科学大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会等（国家

行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）

で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

 

（地域生涯学習振興基本構想） 

第五条 都道府県は、当該都道府県内の特定の地区において、当該地区及びその周辺の相当

程度広範囲の地域における住民の生涯学習の振興に資するため、社会教育に係る学習（体

育に係るものを含む。）及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総

合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行うことに関する基本的な構想（以下「基本

構想」という。）を作成することができる。 

２ 基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 前項に規定する多様な機会（以下「生涯学習に係る機会」という。）の総合的な提供

の方針に関する事項 

二 前項に規定する地区の区域に関する事項 

三 総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会（民間事業者により提供されるものを含

む。）の種類及び内容に関する基本的な事項 

四 前号に規定する民間事業者に対する資金の融通の円滑化その他の前項に規定する地区

において行われる生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務であって政令で定め

るものを行う者及び当該業務の運営に関する事項 

五 その他生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する重要事項 

３ 都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しな
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ければならない。 

４ 都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、前項の規定による協議を経た後、文

部科学大臣及び経済産業大臣に協議することができる。 

５ 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、都道府県が

作成しようとする基本構想が次の各号に該当するものであるかどうかについて判断するも

のとする。 

一 当該基本構想に係る地区が、生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域であ

って政令で定めるもの以外の地域のうち、交通条件及び社会的自然的条件からみて生涯

学習に係る機会の総合的な提供を行うことが相当と認められる地区であること。 

二 当該基本構想に係る生涯学習に係る機会の総合的な提供が当該基本構想に係る地区及

びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習に係る機会に対する要請に

適切にこたえるものであること。 

三 その他文部科学大臣及び経済産業大臣が判断に当たっての基準として次条の規定によ

り定める事項（以下「判断基準」という。）に適合するものであること。 

６ 文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想につき前項の判断をするに当たっては、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては前条第二項の

政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞ

れ聴くものとし、前項各号に該当するものであると判断するに至ったときは、速やかにそ

の旨を当該都道府県に通知するものとする。 

７ 都道府県は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

８ 第三項から前項までの規定は、基本構想の変更（文部科学省令、経済産業省令で定める

軽微な変更を除く。）について準用する。 

 

（判断基準） 

第六条 判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項 

二 前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項 

三 総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会（民間事業者により提供されるものを含

む。）の種類及び内容に関する基本的な事項 

四 生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項 

五 生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項 
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２ 文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務

大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項

の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれ

ぞれ聴かなければならない。 

３ 文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

４ 前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。 

 

第七条 削除 

 

（基本構想の実施等） 

第八条 都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な

提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。 

２ 文部科学大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、社

会教育関係団体及び文化に関する団体に対し必要な協力を求めるものとし、かつ、関係

地方公共団体及び関係事業者等の要請に応じ、その所管に属する博物館資料の貸出しを

行うよう努めるものとする。 

３ 経済産業大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、商

工会議所及び商工会に対し、これらの団体及びその会員による生涯学習に係る機会の提

供その他の必要な協力を求めるものとする。 

４ 前二項に定めるもののほか、文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想の作成及び

円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し必要な助言、指導その他の援助を行

うよう努めなければならない。 

５ 前三項に定めるもののほか、文部科学大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、関係

地方公共団体及び関係事業者は、基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携

を図りながら協力しなければならない。 

 

第九条 削除 

 

（都道府県生涯学習審議会） 

第十条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会（以下「都道府県審議会」という。）を置く
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ことができる。 

２ 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理

する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審

議する。 

３ 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育

委員会又は知事に建議することができる。 

４ 前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例

で定める。 

 

（市町村の連携協力体制） 

第十一条 市町村（特別区を含む。）は、生涯学習の振興に資するため、関係機関及び関係

団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二年七月一日から施行する。  
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○福島県生涯学習審議会条例 

平成三年十月十五日 

福島県条例第六十五号 

改正 平成一四年三月二六日条例第五九号 

平成二〇年三月二五日条例第五〇号 

 福島県生涯学習審議会条例をここに公布する。 

   福島県生涯学習審議会条例 

 （設置） 

第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成二年法律第七 

 十一号）第十条第一項の規定に基づき、福島県生涯学習審議会（以下「審議会」という。） 

 を置く。 

    （平一四条例五九・一部改正） 

 （組織） 

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。 

    （平二〇条例五〇・一部改正） 

 （任期） 

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす 

 る。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 

 代理する。 

 （会議） 

第五条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織され 

 た審議会の最初に開催される会議は、知事が招集する。 

２ 会長は、審議会の会議の議長となる。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 
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 ろによる。 

    （平二〇条例五〇・一部改正） 

 （専門調査員） 

第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くこと 

 ができる。 

２ 専門調査員は、専門的知識を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。 

    （平二〇条例五〇・一部改正） 

 （雑則） 

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に 

 諮って定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行後最初に開催される審議会の会議は、第五条第一項本文の規定にかかわ 

 らず、教育長が招集する。 

 

   附 則（平成一四年条例第五九号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   附 則（平成二〇年条例第五〇号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成二十年四月一日から施行する。 

 （福島県生涯学習審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の福島県生涯学習審議会条例第二 

 条第二項の規定により福島県生涯学習審議会の委員として任命されている者は、その残任 

 期間中は、第三条の規定による改正後の福島県生涯学習審議会条例第二条第二項の規定に 

 より福島県生涯学習審議会の委員として任命されたものとみなす。 


